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三次調整力①の事前審査・アセスメント・ペナルティ等について

第２８回調整力の細分化及び広域調達の
技術的検討に関する作業会 資料２

２０２０年２月１７日

調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会 事務局



2本日の議題

出所）第５回需給調整市場検討小委員会（2018.7.31）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_05_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_05_haifu.html


3本日の議題

出所）第13回需給調整市場検討小委員会（2019.8.1）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_13_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_13_haifu.html
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課題 これまでの整理事項 小委における論点 小委での議論における方向性

3-7 事前審査

＜三次②＞
 評価対象は「応動時間」「出力変化量」「継続時間」等と

し、測定間隔は5分とする

 許容範囲は応札を予定しているΔkWの±10%とする

 審査時の基準について、以下を事前に一般送配電事業
者に提出する。ただし基準の想定方法については、一般
送配電事業者が指定しないこととする
•発電機では、発電計画を提出
• DSR等では、5分単位で、事前審査対象時間およびそ
の前の60分の想定値を提出

 過去データに基づく審査を実施する場合は以下のとおり
•需給調整市場に参加する電源等は、商品要件に適合
することが確認できる書類を事前に提出する

•提出された書類をもとに、属地の一般送配電事業者が
商品要件への適合について確認を行い、承認する

•主な確認項目は、「応動時間」「出力変化量」「継続
時間」とする

•需給調整市場に参加する電源等を保有する事業者が
提出する書類は、メーカー試験成績書等の第三者が
確認した書類を原則とする

 メーカー試験成績書等の提出が困難な場合には、標準パ
ターン化した実働試験を実施(標準パターンは今後検討)

＜三次①＞

 事前審査の考え方
・ 内容、方法、時期・頻度
・ 容量市場の事前審査
との関係

 アグリゲータについて特に取
り決めておかなければいけな
い項目の整理

＜一次～二次②＞

 事前審査の考え方
・ 内容、方法、時期・頻度
・ 容量市場の事前審査
との関係

 アグリゲータについて特に取
り決めておかなければいけな
い項目の整理

本日の議題



5本日の議題

課題 これまでの整理事項 小委における論点 小委での議論における方向性

3-9

リクワイアメントに
対するアセスメント
と実効性を確保す
るためのペナルティ

 調整力提供者がリクワイアメントを果たせたかどうか確認する
ことをアセスメントとする。

＜三次②のアセスメント＞

【アセスメントⅠ（ΔkWの供出可否の確認）】

 ΔkWの供出可否について確認する。詳細は以下の通り

•発電機では、GC時点での発電計画を確認し、発電
可能上限値および発電計画値の差が落札可能量を
上回っていることを確認

• DSR等では、アグリゲータ単位ΔkW落札量が供出可
能量の内数にあることを確認

 精算時に全データを確認する

【アセスメントⅡ（応動実績の確認）】
 評価対象は、30分出力平均値の出力変化量とし、評

価間隔は30分とする

 許容範囲は落札されたΔkWの±10%とする

 アセスメント時の基準については以下の通り。ただし基準
の想定方法について、一般送配電事業者が指定しな
いこととする
•発電機では、発電計画を提出
• DSR等では、30分単位でΔkW落札時間およびその
前の60分について、事前に一般送配電事業者に提
出

 将来的にはシステム化等により、データの全数確認を行
うことを検討していくこととし、当面はサンプルチェックとなる
こともある

＜三次①＞

 アセスメント・ペナルティ
について、今後検討が
必要

＜一次～二次②＞

 アセスメント・ペナルティ
について、今後検討が
必要



6本日の議題

課題 これまでの整理事項 小委における論点 小委での議論における方向性

3-9

リクワイアメントに
対するアセスメント
と実効性を確保す
るためのペナルティ

＜三次②のペナルティ＞

【金銭的ペナルティ（アセスメントⅠ）】

 ペナルティ対象はΔkWとする

 市場開設時点では電源Ⅰ´と同様に、1.5倍のペナル
ティ強度を設定することとし、実態に応じて今後見直すこ
ととする。

 具体的な算定式は以下の通り

報酬額 ＝ ΔkW落札額×（１－未達率×1.5）
未達率 ＝（ΔkW落札量-供出可能量）/ΔkW落札量

【金銭的ペナルティ（アセスメントⅡ）】

 ペナルティ対象はΔkWとし、アセスメントⅡが許容範囲
外にある場合、ペナルティ対象とする

 市場開設時点では電源Ⅰ´と同様に、1.5倍のペナル
ティ強度を設定することとし、実態に応じて今後見直すこ
ととする。

 具体的な算定式は以下の通り

アセスメントⅡが許容範囲内：
報酬額 ＝ アセスⅠ実施後の報酬額

アセスメントⅡが許容範囲外：
報酬額 ＝ ΔkW料金 × (-0.5)



7本日ご議論いただきたい内容

 2022年度に市場の開設を予定している三次①に関する市場設計の詳細について、三次②と同様に一般送配電事
業者および参入事業者の準備期間等を考慮した期間を十分に確保できるよう、本年度中に整理することとして検討
を進めている。

 今回、三次①に係る事前審査・アセスメント・ペナルティについて、前回整理した方向性に基づき整理したことから、本
日はこれらの内容についてご議論いただきたい。



8

余白
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1. 前回の需給調整市場検討小委員会における審議状況

2. 三次①の事前審査およびアセスメントの具体的方法について

3. 三次①のペナルティについて

4. 需要家リスト・パターンについて

5. kWh精算について

6. まとめ

目次
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1. 前回の需給調整市場検討小委員会における審議状況

2. 三次①の事前審査およびアセスメントの具体的方法について

3. 三次①のペナルティについて

4. 需要家リスト・パターンについて

5. kWh精算について

6. まとめ

目次



11一次～三次①が対応する事象

出所）第16回需給調整市場検討小委員会（2020.1.29）資料３
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_16_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_16_haifu.html


12一次～三次①と三次②の違い（指令間隔と供出量の変化）

出所）第16回需給調整市場検討小委員会（2020.1.29）資料３
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_16_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_16_haifu.html


13（参考）一次～三次①および三次②の指令間隔の違い

出所）第16回需給調整市場検討小委員会（2020.1.29）資料３
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_16_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_16_haifu.html


14一次～三次①の事前審査・アセスメントに関する考え方の整理について

出所）第16回需給調整市場検討小委員会（2020.1.29）資料３
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_16_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_16_haifu.html


15（参考）調整力型と供給力型の事前審査・アセスメントのイメージ

出所）第10回 需給調整市場検討小委員会（2018.3.28）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html


16（参考）三次①の事前審査・アセスメントに関する方向性

出所）第16回需給調整市場検討小委員会（2020.1.29）資料３
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_16_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_16_haifu.html


17（参考）第16回需給調整市場検討小委員会でのご意見

【委員・オブザーバーからのご意見（三次①に係るアセスメントについて）】

 検討にあたっては、発動が予測される際に需要を変動させるなどして意図的に基準値を変化させる等の不正
対策も視野に入れておく必要があるのではないか。また、将来的にそのような事象が確認された場合は柔軟に
運用を変更する必要があるため、事業者の動きを継続的に観察する必要があるのではないか。
（松村委員ご発言）

 直前計測型で基準値を一定値とすると、負荷変動が少なく制御しやすいリソースであったとしても、継続的に負
荷が増えていく場合等では制御が難しくなる。日本の三次①は海外よりも継続時間が長い点も考慮すると、事
前予測型の組み合わせという手法も考えられるのではないか。
（佐久間オブザーバーご発言）

 フランスの事例について、以前はDRのリソースに需要家内の自家発が許容されていたことを背景に、直前計測
型、事前予測型、過去統計型が残っているが、現在は自家発が許容されていないことから主に直前計測型が
基準値の設定に用いられている。需要サイドのリソース管理を行う実務から考えると、直前計測型が最も合理
的であり、新規参入の門戸を広げるという観点では選択制とする考えはある一方、安定供給の観点からは、使
い勝手が良く、ΔkWが正確に供出されていることを広く理解できる仕組みが良いのではないか。
（市村健委員ご発言）

【委員・オブザーバーからのご意見（三次①に係る基準値の設定について）】

 調整力として細やかに応動確認を行う点に異論はないが、監視データの必要性をよく見定めたうえで、必要以
上にハイスペックな仕様とならないよう留意が必要なのではないか。
（松村委員ご発言）
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 現状の中給システムにおける制約は理解するところであるが、将来的には三次①と三次②の切り分けも検討す
るべきではないか。
（辻委員ご発言）

 現状の制約を踏まえた上で今回の整理に異論はないが、本来的には商品のリクワイアメントに対するアセスメン
トおよびその対価は一対一で紐づくものである。このため、中長期的には商品毎の切り分けも検討した方が良い
のではないか。
（市村拓斗委員ご発言）

【委員・オブザーバーからのご意見（複数商品のアセスメントについて）】

（参考）第16回需給調整市場検討小委員会でのご意見



19

1. 前回の需給調整市場検討小委員会における審議状況

2. 三次①の事前審査およびアセスメントの具体的方法について

3. 三次①のペナルティについて

4. 需要家リスト・パターンについて

5. kWh精算について

6. まとめ

目次



20

アセスメントⅠの基本事項について



21（参考）需給調整市場におけるアセスメントⅠの考え方

出所）第12回 需給調整市場検討小委員会（2019.6.27）資料3-2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html
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出所）第10回需給調整市場検討小委員会（2019.3.28）資料３
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html

三次①におけるアセスメントⅠの確認方法について

 需給調整市場では、ΔkWの供出が可能な状態に発電機等を維持しておくことがリクワイアメントとして定められている
ことから、三次①についてもΔkWの供出可否について、確認を行うことが必要となる。

 このことから、三次①におけるアセスメントⅠについては、三次②と同様、ΔkW落札量を供出可能な状態にあったかど
うかを確認することとしてはどうか。

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html
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発電機の例

発電計画

三次①と三次②を同一リソースで同時約定した場合のアセスメントⅠの考え方

 2022年度に三次①の市場開設以降、三次①と三次②を同一リソースで同時約定した場合、アセスメントⅠの実施
順序を決定する必要がある。

 需給調整市場で応札する場合、機会損失等を考慮した上でΔkWを応札することが想定される。仮に機会損失より
安いペナルティとなった場合、ペナルティを課されることを前提に意図的に卸市場等に供出することが想定され、需給調
整市場で本来必要な調整力が供出されない可能性がある。

 このことから、三次①と三次②を同一リソースで同時に約定した場合、 ΔkW単価の安い順にアセスメントを実施する
（ペナルティはΔkW単価の高い順に課す）こととしてはどうか。

発電可能上限

計画上の

余力

ＧＣ時点の
発電計画

商品B
(0.6円/ΔkW)

発電計画

商品A

（0.8円/ΔkW）

ペナルティ対象
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余白



25

アセスメントⅡの基本事項について



26（参考）需給調整市場におけるアセスメントⅡの考え方

出所）第12回 需給調整市場検討小委員会（2019.6.27）資料3-2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html


27（参考）三次①の事前審査・アセスメントに関する考え方の方向性

出所）第16回需給調整市場検討小委員会（2020.1.29）資料３
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_16_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_16_haifu.html


28三次①におけるアセスメントⅡの対象範囲について

 三次②におけるアセスメントⅡの対象範囲は落札ブロック内のみをアセスメント対象とし、30分kWh値で評価するこ
ととして整理した。三次①についても同様に、アセスメントの対象範囲は落札ブロック時間内とすることとしてはどうか。

【アセスメントの対象範囲（イメージ）】

落札ブロック

アセスメント
の対象範囲

対象

落札
ブロック外

落札
ブロック外

対象外対象外



29三次①におけるアセスメントⅡの具体的な実施方法について

 三次①におけるアセスメントⅡの実施方法は以下の通り。

 なお、中給システムから専用線を用いて接続した発電機等への指令について詳細の確認を進めており、アセスメントの
実施方法についても別途定める必要が生じる可能性がある。

【アセスメントⅡの具体的な方法（概要）】

項目 実施内容

評価方法 実出力（需要実績）と基準の差

評価対象 出力変化量

評価間隔 1分（オンライン）

許容範囲 指令値から落札されたΔkWの±10％

評価方法
1分毎の全計測点を30分コマ単位で評価
し、93％（28/30点）以上が許容範囲
内の出力となっていること

中間点 設定無し

【計測時の基準の考え方】

リソース 基準の考え方

発電機  発電計画を基準とする

ＤＳＲ等  基準値

※指令無しの場合、指令値ゼロとみなす

【アセスメントⅡのイメージ（発電機の例）】

【出力変化量のイメージ（DSR等の例）】

出力
変化量

応動時間

許容範囲
（ΔkWの±10%）

評価対象： 許容範囲：

▲
指令

（指令値の変化）

▲
指令

▲
指令

▲
指令

▲
指令

▲
指令

▲
指令

▲
指令

▲
指令

指令値

指令値
等間隔

▲
指令

出力
変化量

30分コマ毎に28/30点
以上許容範囲内に滞在

評価間隔
（1分）

基準値需
要
量

需要実績

▲
指令

（指令値の変化）

▲
指令

▲
指令

▲
指令

▲
指令

▲
指令

▲
指令

▲
指令

▲
指令

出力
変化量



30三次①におけるアセスメントⅡの具体的な実施方法に係る考え方

 三次①におけるアセスメントⅡの検討にあたり、前提とした考え方は以下の通り。

 評価間隔については、海外事例を調査した結果、秒～1分の間隔で応動をリアルタイムに監視していることから、
これらを参考に監視間隔を１分とした。また、三次①はオンラインで制御されており、加えてアグリゲーターもリソー
スの制御を行うためにオンラインで監視を行っていることから、事業者側の通信インフラについても一定程度整備さ
れていることが想定される。このことから、応動実績はオンラインでアグリゲーターから受領することとした。

 許容範囲については、海外事例および三次②の水準を踏まえ、指令値から落札されたΔkWの±10%とした。

 評価方法については、1分間隔で計測した全点を確認するものの、海外では一定の裕度（例：95%が許容範
囲内に収まっていればペナルティ対象外）を条件にペナルティ対象外としている事例も参考に、約93％（30点
中28点）が許容範囲に収まっていればペナルティ対象外とすることとした。



31

出所）第1６回需給調整市場検討小委員会（2020.1.29）資料３
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_16_haifu.html

（参考）諸外国の需給調整市場における事前審査およびアセスメント（三次①相当）

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_16_haifu.html


32

出所）第1６回需給調整市場検討小委員会（2020.1.29）資料３
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_16_haifu.html

（参考）諸外国の需給調整市場における事前審査およびアセスメント（三次①相当）

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_16_haifu.html


33（参考）海外の需給調整市場における滞在率の設定例

出所）第1６回需給調整市場検討小委員会（2020.1.29）資料３
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_16_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_16_haifu.html


34（参考）三次①と三次②を同一リソースで同時約定した場合の指令信号

出所）第27回調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会（2020.1.21）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/sagyoukai/2019/chousei_sagyokai_27_haifu.html

 アセスメントⅠと同様、同一リソースで三次①と三次②を同時に落札した場合のアセスメントⅡの実施方法を整理す
る必要がある。

 他方、現行の中給システムから発信できる信号はLFCとEDCとなっており、現在EDC信号によって発動している調整
力を需給調整市場への新規参入ニーズに合わせ商品を細分化したが、その一方で現時点では三次①と三次②の指
令信号を切り分けて発信することができない。

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/sagyoukai/2019/chousei_sagyokai_27_haifu.html


35三次①と三次②を同一リソースで同時約定した際のアセスメント

 同一リソースで三次①と三次②を同時に落札した場合、指令を商品毎に切り分けることができないため、第16回需
給調整市場検討小委員会において、三次②についても三次①の間隔・タイミングでアセスメントする案を提示したが、
約定した商品と異なる要件でアセスメントを行うことの妥当性について意見を頂いた。このため、改めてアセスメントⅡの
実施方法について「三次①の要件でのアセスメント」、 「アセスメントを実施しない」 、「複数商品落札の禁止」の3案
について検討を行った。

 「アセスメントを実施しない」とした場合、応動評価ができずペナルティが生じないため、調整力供出のインセンティブが減
少する。加えて、三次①の応札後に最小量の三次②を応札することで、意図的にアセスメントを回避し、指令に追従
しない等の不正が懸念される。また、「複数商品落札の禁止」とした場合、調整力の提供が可能なリソースの余力を
有効活用できず、社会コストの増加やこうしたリソースの参入機会が失われることにつながる。

 以上より、中給からの指令に制約がある状況下であっても、三次①の落札後に三次②に応札できることから、三次②
の応札時の条件として、三次①に落札されたリソースは三次①の間隔・タイミングでアセスメントされることを予め取り決
め、三次②の応札時に事業者が判断できるようにした上で、三次①の要件でアセスメントすることとしてはどうか。

三次①の要件でのアセスメント アセスメントを実施しない 複数商品落札の禁止

考え方
• 三次②の約定分についても三次①
と同様のアセスメントを実施

• 同一リソースで同時に約定した場合は
アセスメント対象外

• 三次①(週間調達)を落札した場合は
三次②(前日調達)への応札不可

メリット
• 指令に追従して応動したかどうかア
セスメントできる(指令追従の動機
づけが可能となる)

• 約定した商品と異なる要件でのアセス
メントが発生しない

• 同一リソースによる複数商品の落札が
発生しない

デメリット

• 約定した商品と異なる要件でアセス
メントを行うことについて、他案に比
べ事業者の納得性が低い

• 意図的にアセスメントを回避するような
入札を行い、指令通りの応動を行わ
ない等の不正行為が懸念される

• 供出能力を持つリソースの余力を有効
活用できないことによる社会コストの増
加が生じる

• 参入機会が失われる
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余白
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基準値について



38（参考）基準値に関する検討の方向性

出所）第1６回需給調整市場検討小委員会（2020.1.29）資料３
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_16_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_16_haifu.html


39三次①における基準値の設定について

 三次①における基準値の具体的な検討にあたり、第16回需給調整市場検討小委員会での意見を踏まえると、
基準値の設定方法は「直前計測型」、「事前予測型」の2案が考えられる。

 第16回需給調整市場検討小委員会にて、三次①の基準値は指令時点の実需要に近い値であることが必要であ
ると整理したが、指令直前の実需要の値を用いる「直前計測型」はまさにこの考え方に合致していることから、三次
①における基準値は「直前計測型」を基本としてはどうか。

 なお、「事前予測型」についても基準値の選択肢に入れてはどうかとの意見を頂いたことから、一般送配電事業者の
コストが大幅に増加しないことを前提に、基準値の設定に関する選択肢を増やすことで参入機会の拡大につながる
という観点も踏まえて「事前予測型」も選択できることとし、市場開設後の運用状況を踏まえて必要に応じ見直しを
行うこととしてはどうか。

直前計測型 事前予測型

考え方
• 指令直前の実需要の値を基準値に設定 • あらかじめ落札時間中の需要を予測し、その値を

基準値に設定

メリット
• 指令時点において必要とする調整力を正確に得る
ことができる

• 商品ブロック時間内における負荷変動をあらかじめ
考慮することができる

デメリット
• 商品ブロック時間内において需要家内の調整対象
ではない負荷に大きな変動がある場合、応動の調
整が難しくなる

• 落札ブロック開始時点で予測値が実需要と乖離し
た場合、調整力を供出し続ける動機が失われ、以
降の調整力が供出されない懸念がある



40基準値を「直前計測型」、「事前予測型」とした場合の要件

直前計測型 事前予測型

基準値の設定にお
ける主な要件

 オンラインで1分間隔に取得している応動実
績データのうち、落札ブロック開始前５点の
平均値を基準値とする

 ブロックを連続して約定した場合ははじめの
落札ブロックで設定した基準値を最終ブロッ
クまで継続

 間隔は1分毎

 事業者が1分毎の予測値を需給調整市場
システムを用いて提出し、その値を基準値と
する

 落札ブロックの最初のコマの1時間前までに
提出

 間隔は1分毎

 基準値に「直前計測型」と「事前予測型」を採用した場合の、主な要件は以下の通り。



41

事前審査



42三次①における事前審査について

 三次②では調整力型として事前審査を行うことを前提に、供給力型としてのアセスメントを行うこととしたが、三次①に
おいては、事前審査・アセスメントともに調整力型を採用し、より細かな粒度で応動の確認を行うこととした。

 このため、三次①においては、事前審査においてもアセスメントⅡと同様の応動確認を行うこととしてはどうか。

出所）第1６回需給調整市場検討小委員会（2020.1.29）資料２
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_16_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_16_haifu.html
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1. 前回の需給調整市場検討小委員会における審議状況

2. 三次①の事前審査およびアセスメントの具体的方法について

3. 三次①のペナルティについて

4. 需要家リスト・パターンについて

5. kWh精算について

6. まとめ

目次



44三次①における金銭的ペナルティの設定について

 三次②については、電源Ⅰ´のペナルティ水準を参考に、アセスメントⅠおよびⅡのペナルティ強度をΔkW落札価格の
1.5倍とし、実態に応じて適宜見直すこととした。

 現時点では三次②の市場が開始されておらず、その強度の妥当性を評価できる状況にないことから、三次①のペナル
ティ強度は三次②と同様、ΔkW落札価格の1.5倍とし、三次②の運用実態等に応じて適宜見直すことしてはどうか。



45三次①と三次②を同一リソースで同時約定した場合のペナルティの考え方

 三次①と三次②を同一リソースで同時約定した場合のペナルティは、これまで整理したアセスメントⅠおよびアセス
メントⅡに関する確認方法とペナルティ強度を踏まえると、下図の通りとなる。

複数商品を同一リソースで同時約定した場合のペナルティのイメージ

100%

100%

-50%

報酬額

0%

アセスメントⅠの
ペナルティ

約定１
(0.8円/ΔkW)

アセスメントⅡの
ペナルティ

約定２
(0.6円/ΔkW)

アセスメントⅠ

未達率

アセスメントⅡが
許容範囲外の報酬額

アセスメントⅠ実施後の報酬額
＝ アセスメントⅡが許容範囲内の報酬額



46三次①と三次②を同一リソースで同時約定した場合のペナルティの考え方

 三次①と三次②を同一リソースで同時約定した場合のペナルティは、これまで整理したアセスメントⅠおよびアセス
メントⅡに関する確認方法とペナルティ強度を踏まえると、下図の通りとなる。

複数商品を同一リソースで同時約定した場合のペナルティのイメージ

100%

100%

-50%

報酬額

0%

アセスメントⅠ
のペナルティ

約定１
(0.8円/ΔkW)

アセスメントⅡ
のペナルティ

約定２
(0.6円/ΔkW)

アセスメントⅠ

未達率

アセスメントⅡが
許容範囲外の報酬額

アセスメントⅠ実施後の報酬額
＝ アセスメントⅡが許容範囲内の報酬額



47三次①における契約不履行ペナルティについて

 三次②では、調整力が安定供給に重要な役割を担っていることを踏まえ、契約不履行時のペナルティを設けている。
この点については、三次①も同様であることから、三次②と同様の契約不履行ペナルティを設定することとしてはどうか。

出所）第1１回需給調整市場検討小委員会（2019.4.25）資料３
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_11_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_11_haifu.html


48想定外の事故・トラブル時のペナルティカウントについて

 三次①は三次②と異なり週間調達となることから、調達期間中に想定外の事故やシステムトラブル等が生じた場合、
代替電源の確保等の措置を行っても、なお電源の差替えが不可能となり、以降の落札コマ全てにおいて調整力の供
出を行うことができないケースが考えられる。

 このため、単一の事故等であっても連続して不適合となることで、不適合回数の月間上限回数（３回）を超過し、
当該リソースが市場から退出せざるを得ない状況となることが想定される。

 こうした点を踏まえ、単一の事故等により調達期間内で連続して不適合となる場合においては、電源差替の措置や
復旧努力を行った上で停止事由等を申告し、一般送配電事業者と協議することを前提に、2回目以降の不適合は
カウント対象外とすることとしてはどうか。

土

三次①の調達期間（週間調達）

供出可否 可 可 不可 不可 不可 不可 不可

ΔkWのペナルティ ― ― 対象 対象 対象 対象 対象

不適合回数の
カウント

― ―

日 火 水月 金木

トラブル発生

対象
同一事象であればカウント対象外とする
(ただし、事業者からの申請が必要)

【トラブル等発生時の不適合回数カウントに関する例】
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51

需要家リスト・パターン



52三次①における需要家リスト・パターンについて

出所）第1２回需給調整市場検討小委員会（2019.4.25）資料３－２
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html

 リソースをアグリゲートして市場参入する場合、多様な能力を持つリソースを組み合わせ、これらをパラレル、シリーズで
制御することにより商品の要件に適合した調整力を総合的に生み出すことになるため、リソース単位ではなくポートフォ
リオでの評価が必要となる。このため、三次②では、事業者からあらかじめ需要家リスト・パターンの提出を求めることと
している。

 三次①についても供出されるリソースの情報を一般送配電事業者にて把握しておく必要があることから、三次②と同
様、需要家リスト・パターンの提出を求めることとしてはどうか。

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html


53三次①における需要家リスト・パターンの変更等について

出所）第1２回需給調整市場検討小委員会（2019.4.25）資料３－２
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html

 三次②では、需要家リスト・パターンの提出後の変更を認めることとした。三次①においても、事業者の運用の柔軟性
を確保するため、三次②と同様、パターンの変更は落札ブロック内の最初のコマのGC直前までとすることとしてはどうか。

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html


54三次①の市場開設後におけるパターン管理について

 複数のリソースをアグリゲートして複数商品に応札する場合、応札する商品毎に対応する能力は異なることから、パ
ターンについても異なることが想定される。

 三次①での部分約定を想定すると、DSR等においても同じパターンで三次①と三次②に同時に落札されることも
考えられるが、再エネ出力予測値の通知後に発電計画が大きく変更される可能性がある発電機に比べ、こういった
ケースが発生することは限定的であると考えられる。一方、三次①のパターンが三次②のパターンを兼ねることができ
る場合、三次①を落札できなかった場合に、同じパターンで三次②に応札することが考えられる。

 これらのことを踏まえつつ、また、パターン管理が複雑になることも考慮し、三次①を落札できなかった場合に三次②
に応札することを許容することとし、これを実現できるパターン管理を検討することとしてはどうか。

三次① 三次②

パターン

入札

A B C D E F

需給調整市場
（三次①）

需給調整市場
（三次②）

落札できなかった場合

約定 約定

落札 落札

出所）第1６回需給調整市場検討小委員会（2020.1.29）資料３をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_16_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_16_haifu.html
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kWh精算



58アグリゲータに提出を求める実績について

 三次②では、インバランスの精算と、調整力としての精算の仕分けを実施するため、事業者に対して小売単位で基準
値および実績の提出を求めることとした。三次①においても、三次②と同様に小売単位で基準値および実績の提出を
求めることとしてはどうか。

出所）第1１回需給調整市場検討小委員会（2019.4.25）資料３
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_11_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_11_haifu.html


59三次①と三次②を同一リソースで同時約定した場合のkWh精算単価について

 需給調整市場における電力量(kWh)の精算においては、計量法の制約から、精算に用いるkWhの計量には特定
計量器を用いる必要がある。

 第1回需給調整市場検討小委員会において、計量器の制約上、複数商品のkWh値を切り分けて計量・精算する
ことができないため、kWhについては商品区分によらずユニット単位（計量単位）で同一単価で精算することになる。

 このため、三次①と三次②を同一リソースで同時約定した場合については、事業者が提出するkWh単価は同一値と
することとしてはどうか。

出所）第1回需給調整市場検討小委員会（2018.2.23）資料５
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2017/2017_jukyuchousei_01_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2017/2017_jukyuchousei_01_haifu.html


60（参考）調整力kWh精算とインバランスおよびネガワット調整金の精算

出所）第1１回需給調整市場検討小委員会（2019.4.25）資料３
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_11_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_11_haifu.html
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63まとめ（１／３）

 需給調整市場の三次①における事前審査・アセスメント・ペナルティ等に関連した事項は以下の通りとしてはどうか。

（アセスメント）

＜アセスメントⅠ＞

 三次①におけるアセスメントⅠは三次②と同様、ΔkW落札量を供出可能な状態にあったかどうかを確認する。

 三次①と三次②を同一リソースで同時に約定した場合は、ΔkW単価の安い順にアセスメントを実施する（ペナル
ティはΔkW単価の高い順に課す）。

＜アセスメントⅡ＞

 三次アセスメントⅡについての詳細は以下の通りとする

 アセスメント対象範囲は、落札ブロック時間内のみとする。

 評価対象は出力変化量とし、評価間隔は1分とする。また、応動実績はオンラインで事業者から取得する。

 許容範囲は指令値から落札されたΔkWの±10％とする。

 評価方法は、1分毎の全計測点を30分コマ単位で評価し、 93％（28/30点）以上が許容範囲内の出力
となっていることとする。

 アセスメント時の基準について、発電機は発電計画、DSR等は基準値を用いる。

 三次①と三次②を同一リソースで同時に約定した場合、中給からの指令に制約がある状況下であっても、三次
①の落札後に三次②に応札できることから、三次②の応札時の条件として、三次①に落札されたリソースは三
次①の間隔・タイミングでアセスメントされることを予め取り決め、三次②の応札時に事業者が判断できるようにし
た上で、三次①の要件でアセスメントする。

 中給システムから専用線を用いた指令方法について詳細の確認を進めており、簡易指令システムからの指令方
法との違いが生じる場合は、必要に応じてアセスメントについても別途検討を行う



64まとめ（２／３）

（基準値）

 三次①における基準値の設定方法は原則「直前計測型」とする。

 加えて、三次①の市場開設時点においては、一般送配電事業者のコストが大幅に増加しないことを前提に「事前
予測型」も選択できることとし、市場開設後の運用状況を踏まえて必要に応じ見直しを行う。

（事前審査）

 三次①の事前審査は、三次①のアセスメントⅡと同様の応動確認を行う。

（ペナルティ）

＜金銭的ペナルティ＞

 三次①の金銭的ペナルティ強度は三次②と同様にΔkW落札額の1.5倍とし、三次②の運用実態等に応じて
適宜見直しを行う。

＜契約不履行ペナルティ＞

 三次①において契約に不履行が生じた場合、三次②と同様の契約不履行ペナルティを設定する。

 単一の事故等により落札期間内で連続して不適合となる場合は、電源差替の措置や復旧努力を行った上で停
止事由等を申告し、一般送配電事業者と協議することを前提に、2回目以降の不適合はカウント対象外とする。



65まとめ（３／３）

（需要家リスト・パターン）

 リソースをアグリゲートして市場参入する場合は、三次②と同様に需要家リスト・パターンの提出を求める。

 需要家リスト・パターンの変更については、三次②と同様に認めることとする。また、パターンの変更は落札ブロック内
の最初のコマのGC直前まで可能とする。

 複数のリソースをアグリゲートして複数商品に応札する場合、三次①を落札できなかった場合に三次②に応札する
ことを許容し、これを実現できるパターン管理を検討することとする。

（kWh精算等）

 事業者に対しては、小売単位で基準値および実績の提出を求める。

 三次①と三次②を同一リソースで同時に約定した場合は、事業者が提出するkWh単価は同一値とする。
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67（参考）海外における商品と日本の需給調整市場の仕様比較

日本 イギリス ドイツ フランス アメリカ

対象TSO
需給調整市場
三次①

National Grid
Amprion, Transnet, 

50Hertz,TenneT
RTE PJM

商品 Fast Reserve
Secondary Control 
Reserve（FRR）※1

Fast Reserve
（ｍFRR）

Synchronized
Reserve

応動時間 15分※2 4分 5分 13分/9分 10分

継続時間
商品ブロック時間
（3時間）

15分 30秒～15分 2時間 30分

リソースタイプ 発電/需要 発電/需要 発電/需要 発電/需要 発電/需要

計測地点 受電点 不明
受電点/機器個別

(合意された計測ポイント地点)
受電点 受電点

【三次①に相当する海外商品】

日本 イギリス ドイツ フランス アメリカ

対象TSO
需給調整市場

一次

National Grid
Amprion, Transnet, 

50Hertz,TenneT
RTE PJM

商品
Firm Frequency

Reserve
Primary Control 

Reserve
Primary Control

（FCR）
Regulation

応動時間 10秒 10秒/30秒 30秒 30秒 5分

継続時間 5分以上※2 20秒/30分/∞ 0～15分 15分 ー

リソースタイプ 発電/需要 発電/需要 発電/需要 発電/需要 発電/需要

計測地点 受電点 機器個別
受電点/機器個別

(合意された計測ポイント地点)
受電点

受電点/機器個別
(選択制)

【一次～二次に相当する海外商品】

※2：沖縄エリアはエリア固有事情を踏まえて個別に設定。

※1: ドイツにおいてTertiary Control Reserveは代替予備力(RR)であるため、周波数回復予備力(FRR)であるSecondary Control Reserveについて調査を実施。



68（参考）諸外国の需給調整市場における事前審査およびアセスメント（三次①相当）

 諸外国の需給調整市場における三次①相当の商品に関する海外事例調査結果は以下の通り。

イギリス ドイツ フランス アメリカ

対象TSO National Grid
Amprion, Transnet, 

50Hertz,TenneT
RTE PJM

商品 Fast Reserve
Secondary Control 
Reserve（FRR）

Fast Reserve
（ｍFRR）

Synchronized
Reserve

応
動
評
価

評価
方法

事
前
審
査

• 不明 • 応動時間と継続時間を評価
• 変動領域(5分)および固定領
域(5分)を全点確認し、実出
力(実績値)が指令値から一
定の許容範囲内に滞在してい
る率を確認する

• 試験発動において、契約量以
上の調整電力が供出できてい
ることを10分コマ毎に全点確
認する

• 試験発動において、契約量以
上の調整電力が供出できてい
ることを1分毎に全点確認し、
5分毎に確認する

アセスメ
ント

• 不明 • 応動時間と継続時間を評価
• 落札期間中の全点を確認し、
実出力(実績値)が指令値か
ら一定の許容範囲内に滞在し
ている率を確認する

• 調整電力が契約量に対して一
定の許容範囲以上供出でき
ていることを30分コマ毎に全点
確認する。

• DR発動待機時においては、使
用電力が契約値に対して一定
の範囲以上あることを30分コマ
毎に確認する。

• Ramp時間(10分間)の前後
での出力差が、要請量を担保
できているかを確認する。

監視間隔等

• 不明 • 1～4秒間隔で監視
• リアルタイムでTSOに送信（一
部オフラインも有り）

• 15秒間隔で監視
• リアルタイムでTSOに送信

• 1分間隔で監視
• 発電機はリアルタイムでPJMに
送信。DSRは2営業日以内に
送信



69（参考）諸外国の需給調整市場における事前審査およびアセスメント（三次①相当）

イギリス ドイツ フランス アメリカ

対象TSO National Grid
Amprion, Transnet, 

50Hertz,TenneT
RTE PJM

商品 Fast Reserve
Secondary Control 
Reserve（FRR）

Fast Reserve
（ｍFRR）

Synchronized
Reserve

応
動
評
価

応動に
対する
許容条
件

事前
審査

• 不明 • 指令値に対する応動が一定の
許容幅に収まっていること。

• 「指令値に対して一定率以
上」もしくは「指令値マイナス一
定値以上」を供出できること。

• 発動直後は要請量(100%)
以上供出できること。

• 要請量以上の供出ができてい
ること

アセス
メント

• 不明 • 「指令値に対して一定率以
上」もしくは「指令値マイナス一
定値以上」を供出できること。

• DR発動待機時においても契
約量の90%以上の使用電力
があること。

合否判
定

事前
審査

• 不明 • 全点の応動確認を行い、
95%以上の計測点で「許容
範囲(Allowed)」に収まり、か
つ残り5%の計測点も「耐えら
れる範囲(Tolerable)」に収ま
ること。

• 全4回の試験で全ての試験で
許容範囲内に収まること。

• 範囲内に収まらない場合であっ
ても、「5回中4回」、「10回中
8回」許容範囲に収まればよい。

• 要請量以上の供出ができてい
ること

アセス
メント

• 不明 • 過去一年間の連続する10回
の発動において全ての30分コ
マで成功していることを前提に、
一定の式による応動基準に適
合すること。



70（参考）諸外国の需給調整市場における事前審査およびアセスメント（三次①相当）

イギリス ドイツ フランス アメリカ

対象TSO National Grid
Amprion, Transnet, 

50Hertz,TenneT
RTE PJM

商品 Fast Reserve
Secondary Control 

Reserve
Fast Reserve
（ｍFRR）

Synchronized
Reserve

ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
対
す
る
ペ
ナ
ル
テ
ィ

金銭的ペナ
ルティの設
定有無

• 不明 • 有り • 有り • 有り

金銭的ペナ
ルティ発生
条件と強度

• 不明 • 逸脱の量と時間に応じてペナ
ルティが発生する。

• 継続した契約違反については
通常の10倍のペナルティが課
される

• アセスメントに合格しない場合、
30分コマ単位で
EnergyPenaltyと
ActivationPenaltyの2種の
ペナルティが課される。

• アセスメントに合格しない場合、
応動に対する報酬が支払われ
ない。

契約不履
行罰則

• 不明 • 連続した場合は認証取消しと
なる

• 不明 • 不明



71（参考）諸外国の需給調整市場における事前審査およびアセスメント（一次～二次相当）

 諸外国の需給調整市場における一次～二次相当の商品に関する海外事例調査結果は以下の通り。

イギリス ドイツ フランス アメリカ

対象TSO National Grid
Amprion, Transnet, 

50Hertz,TenneT
RTE PJM

商品
Firm Frequency

Reserve
Primary 

Control Reserve
Primary Reserve Regulation

応
動
評
価

評価
方法

事
前
審
査

• 模擬信号等に対する応動を
確認し、誤差が許容範囲内に
あることを確認する

• 応動時間と継続時間を評価
• 変動領域(90秒)と固定領域

(13分30秒)の全点確認し、
実出力(実績値)が指令値か
ら一定の許容範囲内に滞在し
ている率を確認する

• Stability(応動時間)、
Gain(出力)、Dynamic(追
従性) の3項目を評価。

• ステップテスト(15分×12)と周
波数追従テスト(8時間)の
全点において、実出力(実績
値)が、契約時に定める係数を
用いた理論値から一定の範囲
内に収まっている率を確認する。

• Accuracy(精度)、
Delay(遅延)、Precision(正
確性)をPerformance 
Scoreで点数化し評価。
10秒毎に全点計算する。

• 40分間、5分間隔で
Performance Scoreが一
定の許容点数を上回っている
かを確認する。

アセスメ
ント

• 毎月、National Gridが指定
する秒単位のデータを提出し、
契約内容と相違がないかを確
認する

• 応動時間と継続時間を評価
• 落札期間中の全点確認し、
実出力(実績値)が指令値か
ら一定の許容範囲内に滞在し
ている率を確認する

• Stability(応動時間)、
Gain(出力)、Dynamic(追
従性) の3項目を評価。

• 応動時間と追従性・出力につ
いては一定の周波数変動を起
点とした一定時間、出力につ
いては100時間/月以上の
全点において、実出力(実績
値)が、契約時に定める係数を
用いた理論値から一定の範囲
内に収まっている率を確認する。

• Accuracy(精度)、
Delay(遅延)、Precision(正
確性)をPerformance 
Scoreで点数化して評価。
1分毎に全点計算する。

監視間隔等

• 1秒程度で監視 • 1～4秒間隔で監視
• リアルタイムで30秒値を送信

• 10秒間隔で監視
• リアルタイムでRTEに送信

• 10秒間隔で監視
• リアルタイムでPJMに送信。
(遅延許容時間：10秒)



72（参考）諸外国の需給調整市場における事前審査およびアセスメント（一次～二次相当）

イギリス ドイツ フランス アメリカ

対象TSO National Grid
Amprion, Transnet, 

50Hertz,TenneT
RTE PJM

商品
Firm Frequency

Reserve
Primary 

Control Reserve
Primary Reserve Regulation

応
動
評
価

応動に
対する
許容条
件

事前
審査

• 信号等に対する応動を確認し、
誤差が許容範囲内にあること

• 周波数応答目標値に対する
応動が一定の許容幅に収まっ
ていること。

• 中間点に関する応動要件を
満たしていること。

• 周波数変動に対する応動が、
リソース毎に異なる一定の許
容幅に収まっていること。

• さらに、一定規模以上の周波
数変動時には中間点に関する
応動要件を満たしていること。

• 制御信号に対する追従性を
PerformanceScoreで点数
化し、一定の点数(75%)以
上となること。

アセス
メント

合否判
定

事前
審査

• 不明 • 全点の応動確認を行い、
95%以上の計測点で「許容
範囲(Allowed)」に収まり、か
つ残り5%の計測点も「耐えら
れる範囲(Tolerable)」に収ま
ること。

• Stability(応動時間)および
Dynamic(追従性)では、
75%以上の計測点で許容範
囲に収まっていること。

• Gain(出力)では、許容範囲
を逸脱する計測点が10%未
満となること。

• PerformanceScoreが許容
点数を上回っていること。

アセス
メント

• 不明



73（参考）諸外国の需給調整市場における事前審査およびアセスメント（一次～二次相当）

イギリス ドイツ フランス アメリカ

対象TSO National Grid
Amprion, Transnet, 

50Hertz,TenneT
RTE PJM

商品
Firm Frequency

Reserve
Primary 

Control Reserve
Primary Reserve Regulation

ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
対
す
る
ペ
ナ
ル
テ
ィ

金銭的ペナ
ルティの設
定有無

• 有り • 有り • 有り • 有り

金銭的ペナ
ルティ発生
条件と強度

• 期間中の実績の最大値/契約
値で支払いの控除率(ペナル
ティ)が決定される。

• 逸脱の量と時間に応じてペナル
ティが発生する。

• 継続した契約違反については
通常の10倍のペナルティが課さ
れる

• Stability(応動時間)および
Dynamic(追従性)では、直
近1年間で3回以上逸脱した
場合、契約調整電力が33%
減少する。

• Gain(出力)では、許容範囲を
逸脱する率により契約調整電
力が減少。

• Performance Scoreが
25%未満の場合、その間の報
酬を得ることができない。

契約不履
行罰則

• 不明 • 連続した場合は認証取消しと
なる

• RTEは実績評価に基づき、警
告、認定の取り消し等を行うこ
とができる。

• Performance Scoreの過去
平均値が40%に満たない場
合は失格となり、再度事前審
査を受け合格する必要がある。

逸脱率 減少率
10%未満 0%
10～30% 50%
30%超過 100%

評価(実績の最
大値/契約値)

控除率

10%以下 100%
10～60% 50%
60～95% 25%
95%以上 0%
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イギリス ドイツ フランス アメリカ

対象TSO National Grid
Amprion, Transnet, 

50Hertz,TenneT
RTE PJM

商品
Firm Frequency

Reserve
Primary 

Control Reserve
Primary Reserve Regulation

基準の
有無

• あり • 不明 • あり • 不明

設定
方法

• 発動前の平均出力
（直前計測型）

• 不明 • その瞬間の需要実績から移動
平均を取ったものを基準に応動
評価

• 不明

（参考）諸外国の需給調整市場における基準点の設定方法

 諸外国の需給調整市場における三次①および一次～二次相当の商品に関する海外事例調査結果は以下の通り。

イギリス ドイツ フランス アメリカ

対象TSO National Grid
Amprion, Transnet, 

50Hertz,TenneT
RTE PJM

商品 Fast Reserve
Secondary Control 

Reserve
Fast Reserve
（ｍFRR）

Synchronized
Reserve

基準の
設定

• 不明 • あり • あり • あり

設定
方法

• 不明 • 指令時点の消費電力を基準値
とする（直前計測型）

• 複数の手法を選択可能。
・直前計測型
・事前予測型
・過去統計型

• 応動直前の出力値を基準値と
する。(直前計測型)

【三次①に相当する海外商品】

【一次～二次に相当する海外商品】
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出所）RTE提供資料より作成

直前計測型 過去統計型 事前予測型

特徴

• 直前30分間の需要の平均値を
基準値に設定。

• 連続して発動する場合、最初の
動作の直前負荷を元に算出。

• 過去の需要実績等を用いて基準
値を設定。

• 反復的で一定の規則に沿った動
きの需要家に適する。

• 過去データは、直近10日間や直
前４週間の同曜日等、複数の方
法が存在。

• 応動時間中の「なかりせば需要」
をリソース側が事前に予測し、
RTEに基準値を送信。

• 予測値は発動日前日16:30迄
に10分毎の予測値を提出。

イメージ図

基準値 ：
実績値 ：
応動時間：

凡
例

基準値 ：
実績値 ：
応動時間：

凡
例

 事前予測型も前日に提出であることから、需要の動きはある程度安定していてあらかじめその水準が想定できる需
要家（フランスは受電点計測）を選択してDRを行っていることが推察される。過去統計型も反復的で一定の規
則に沿った動きの需要家な需要家を想定しており、同様に需要の動きはある程度安定している需要家を選択して
いることが推察される。

 調整力であることから制御を精度よく行うためには、需要の動きはある程度安定している需要家をリソースとして選
択することが前提として設計されていると推察される。

基準値 ：
実績値 ：
応動時間：

凡
例


